
原子力防災体制の充実・強化に伴う政府の体制変更（案） 
原子力防災会議 

原子力災害対策本部（今後設置されるもの） 

議 長：内閣総理大臣 
副議長：官房長官、環境大臣、規制委員長 
 
議 員：全大臣、内閣危機管理監 
 
 
 
事務局長 ：環境大臣 
事務局次長：原子力規制庁長官 
      環境省水・大気局長 
 
原子力防災会議幹事会（局長級会合） 
  議 長：原子力規制庁長官 
  副議長：環境省水・大気環境局長 

議 長：内閣総理大臣 
副議長：官房長官、環境大臣、規制委員長 
   内閣府特命担当大臣（原子力防災） 
議 員：全大臣、内閣危機管理監 
    内閣府副大臣（原子力防災） 
    内閣府大臣政務官（原子力防災） 
 
事務局長 ：環境大臣 
事務局次長：内閣府政策統括官 
      環境省水・大気局長 
 
原子力防災会議幹事会（局長級会合） 
  議 長：内閣府政策統括官 
  副議長：環境省水・大気環境局長 

 
 
 

本 部 長：内閣総理大臣 
副本部長：官房長官、環境大臣、規制委員長 
 
本 部 員：全大臣、内閣危機管理監 
現地本部長：環境省副大臣又は大臣政務官 
事務局長  ：原子力規制庁長官 

事務局長代理：原子力規制庁次長 

関係局長等会議：議  長 原子力規制庁長官 

        議長代理 原子力規制庁審議官 

 

本 部 長：内閣総理大臣 
副本部長：官房長官、環境大臣、規制委員長 
    内閣府特命担当大臣（原子力防災） 
本 部 員：全大臣、内閣危機管理監 
現地本部長：内閣府副大臣又は大臣政務官 
事務局長  ：内閣府政策統括官 

事務局長代理：原子力規制庁次長 

関係局長等会議：議  長 内閣府政策統括官 

        議長代理 原子力規制庁次長 
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